
最
近
、
学
校
で
盗
撮
さ
れ
た
画
像

な
ど
を
共
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

あ
っ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
、
子
や
保

護
者
に
不
安
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
へ
の
性
暴
力
等
は
、
生
涯

に
わ
た
り
心
身
の
発
達
に
深
刻
な
影

響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
絶
対
に

防
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
背
景
を
受
け
て
、
昨
年
、
日
本

版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
（
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
・
ア
ン
ド
・
バ
リ
ン
グ
・

サ
ー
ビ
ス
）
法
が
成
立
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
に
つ
い

て
解
説
し
ま
す
。

《
Ｄ
Ｂ
Ｓ
法
と
は
》

Ｄ
Ｂ
Ｓ
法
は
、
子
ど
も
と
直
接
接

す
る
職
場
に
お
け
る
児
童
対
象
性
暴

力
等
を
防
止
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス

で
導
入
さ
れ
た
法
制
度
で
す
。
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
は
「
開
示
」
、
バ

リ
ン
グ
は
「
除
く
、
禁
止
」
と
訳
せ

ま
す
の
で
、
「
犯
罪
歴
の
開
示
・
照

会
と
職
業
制
限
を
行
う
制
度
」
と
の

意
味
で
す
。

《
経
緯
》

学
校
な
ど
子
ど
も
と
大
人
が
閉
ざ

さ
れ
た
空
間
を
共
有
す
る
場
で
、
教

員
に
よ
る
盗
撮
や
不
適
切
な
接
触
と

い
っ
た
児
童
生
徒
へ
の
性
暴
力
が
後

を
絶
ち
ま
せ
ん
。
子
ど
も
が
被
害
に

遭
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
。
そ
の
た
め

数
年
間
、
議
論
を
重
ね
、
昨
年
６
月

に
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
法
が
成
立
し
ま
し

た
。
一
刻
も
早
い
施
行
が
求
め
ら
れ

る
な
か
、
来
年
の
施
行
に
向
け
て
、

今
秋
に
制
度
の
骨
格
が
中
間
取
り
ま

と
め
と
し
て
示
さ
れ
る
予
定
で
す
。

《
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
と
は
》

こ
の
法
律
の
大
き
な
特
徴
は
、
教

員
や
保
育
士
、
塾
講
師
な
ど
、
児
童

生
徒
と
日
常
的
に
接
す
る
職
業
に
従

事
す
る
人
の
過
去
の
性
犯
罪
歴
を
、

採
用
時
な
ど
必
要
に
応
じ
て
事
業
者

や
行
政
が
確
認
で
き
る
仕
組
み
を
整

え
た
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、

性
犯
罪
歴
の
確
認
は
困
難
で
、
性
犯

罪
歴
が
あ
っ
て
も
教
育
現
場
に
再
度

関
わ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
し
た
。

Ｄ
Ｂ
Ｓ
法
の
成
立
に
よ
り
、
こ
う

し
た
「
見
え
な
い
リ
ス
ク
」
を
可
視

化
し
、
雇
用
側
が
適
切
な
判
断
と
対

応
を
取
れ
る
環
境
が
整
備
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
Ｄ
Ｂ
Ｓ
法
は
性
犯
罪
歴

の
み
な
ら
ず
、
雇
用
制
限
や
情
報
提

供
の
手
続
き
を
明
確
に
規
定
し
、
現

場
や
自
治
体
の
実
務
に
お
い
て
も
一

貫
性
と
透
明
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
を
守

る
た
め
の
抑
止
力
が
強
化
さ
れ
る
と

と
も
に
、
性
犯
罪
歴
の
あ
る
者
が
再

び
教
育
現
場
に
戻
る
こ
と
を
未
然
に

防
ぐ
制
度
的
な
枠
組
み
が
整
備
さ
れ

ま
し
た
。

も
っ
と
も
、
犯
罪
歴
と
い
う
重
要

な
情
報
が
本
人
以
外
の
一
般
の
人
に

知
ら
れ
る
制
度
で
す
か
ら
、
そ
の
情

報
の
管
理
体
制
な
ど
、
施
行
に
向
け

て
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
多
く
あ
り

ま
す
。

《
子
ど
も
た
ち
が
誰
一
人
性
暴
力
等

に
あ
う
こ
と
が
な
い
社
会
の
実
現
を

目
指
し
て
》

今
後
、
日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
法
の
運
用

開
始
に
向
け
て
、
現
場
の
声
を
反
映

し
た
ル
ー
ル
づ
く
り
や
、
加
害
リ
ス

ク
を
早
期
に
察
知
す
る
研
修
・
啓
発

活
動
の
拡
充
が
不
可
欠
で
す
。
ま
た
、

被
害
を
受
け
た
児
童
生
徒
へ
の
継
続

的
な
支
援
と
、
再
発
防
止
の
た
め
の

倫
理
教
育
も
重
要
と
な
り
ま
す
。
社

会
全
体
で
子
ど
も
の
安
全
を
守
る
意

識
を
高
め
、
Ｄ
Ｂ
Ｓ
制
度
を
よ
り
実

効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
不

断
の
努
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
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《
や
ま
も
と
・
さ
こ
ん
》

愛
知
県
豊
橋
市
出
身
。
１
９
８
２
年

７
月
９
日
生
ま
れ
。
４
３
歳
。
豊
橋

南
高
校
卒
業
、
南
山
大
学
。
１
１
歳
、

レ
ー
シ
ン
グ
キ
ャ
リ
ア
ス
タ
ー
ト
。

１
９
歳
、
単
身
渡
欧
。
２
４
歳
、
当

時
日
本
人
最
年
少
Ｆ
１
ド
ラ
イ
バ
ー

デ
ビ
ュ
ー
。
３
０
歳
、
帰
国
後
、
医

療
介
護
福
祉
の
世
界
に
。
医
療
法

人
・
社
会
福
祉
法
人
さ
わ
ら
び
グ

ル
ー
プ
の
統
括
本
部
長
就
任
。
２
０

１
９
年
第
２
５
回
参
議
院
議
員
通
常

選
挙
（
比
例
代
表
）
に
自
民
党
公
認

で
立
候
補
し
、
落
選
。
２
０
２
１
年

第
４
９
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
東

海
ブ
ロ
ッ
ク
比
例
代
表
）
に
自
民
党

公
認
で
立
候
補
し
初
当
選
。
当
選
直

後
か
ら
、
合
成
燃
料
の
国
産
化
の
必

要
性
を
訴
え
、
３
年
以
内
に
日
本
初

の
実
証
プ
ラ
ン
ト
の
稼
動
を
実
現
し

た
。
ま
た
、
２
０
２
２
年
８
月
、
初

当
選
後
一
年
に
満
た
な
い
中
、
文
部

科
学
大
臣
政
務
官
兼
復
興
大
臣
政
務

官
に
異
例
の
抜
擢
。
科
学
技
術
・
文

化
の
担
務
を
中
心
に
活
躍
。
２
０
２

４
年
第
５
０ 

回
衆
議
院
議
員
総
選

挙
に
自
民
党
比
例
代
表
で
２
期
目
に

立
候
補
す
る
も
落
選
し
現
在
に
至
る
。

英
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
話
す
マ
ル
チ

リ
ン
ガ
ル
。

前
衆
議
院
議
員

子
ど
も
を
性
暴
力
か
ら
守
る

日
本
版
Ｄ
Ｂ
Ｓ
法
に
つ
い
て



日本版DBS法は、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。
学校・認定こども園・保育所などの、学校教育法や児童福祉法などにもとづいて
認可を受けている事業者については、こども性暴力防止法にもとづき日本版DBS
の対象となります（義務化)。一方、認可外保育施設や学習塾などについては、認
定制とし、認定を受けた事業者についてのみ、日本版DBSの対象となります。認
定を受けた事業者は、性犯罪歴の確認が義務化されますが、認定を受け安全な事
業運営を行っていることを広告表示できます。

出典；こども家庭庁 こども性暴力防止法施行準備検討会 ウェブサイトより 加工して作成

資料解説
前衆議院議員山本左近

日本版DBS法について

支配性
継続性
閉鎖性

福祉
スポーツ
クラブや
学習塾
など

学校
保育園
放課後等
デイなど

中間とりまとめ素案こども性暴力防止法施行準備検討会→ 
令和７年６月３０日
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